


田中

「指定居宅介護支援事業所における指導監督のポイント」参加申込書（4606） R2 8/4～5

※参加申込書にご記入いただいた情報は、以下の目的に使用させていただきます。②がご不要の場合は□にチェックしてください。・・・□不要

①参加券や請求書の発送などの事務処理 ②セミナーなど本会事業のご案内

（3）

１．介護保険制度・法令等について
　１）全体像のイメージ
　２）介護保険制度の基本理念
　３）介護保険制度改正の経緯と背景

２．ケアマネジメントの理解
　１）居宅介護支援事業所と介護支援専門員
　２）ケアマネジメントの基礎理解
　３）2018 年制度改正、報酬改定の概要
　４）介護支援専門員の現状
　５）地域包括ケアシステムと
　　　ケアマネジメントの課題

３．指導監督の仕組み
　１）指導監督について
　２）運営指導と報酬請求指導
　３）介護保険の指導監督業務
　４）実地指導の標準化・効率化等の
　　　運用指針について
　５）業務管理体制の整備と
　　　介護サービス情報の公表

４．実地指導の知識と手順
　１）事前準備
　２）当日の流れ
　・居宅介護支援における標準確認項目と
　　標準確認文書
　・加算、減算について
　　運営基準減算／特別地域居宅介護支援加
　　算／中山間地域等における小規模事業所
　　加算／中山間地域等に居住する者へのサ
　　ービス提供加算／特定事業所集中減算／
　　初回加算／特定事業所加算／入院時情報
　　連携加算／退院・退所加算／小規模多機
　　能型居宅介護事業所連携加算／看護小規
　　模多機能型居宅介護事業所連携加算／緊
　　急時等居宅カンファレンス加算／ターミ
　　ナルケアマネジメント加算
　３）事後の事務

５．意見・情報交換

※当日は、厚生労働省令の基準をもとに条例
で定めた「指定居宅介護支援の事業の運営
に関する基準」とその解釈規則などをご持
参ください。

31，900円
35，200円

レ

　京都大学経済学部卒業後、特別養護老人ホームに介護職として勤務。
社会福祉法人、医療法人にて、生活相談員、グループホーム、居宅ケ
アマネジャー、有料老人ホーム、小規模多機能等の管理者、新規開設、
法人本部の仕事に携わる。15年間の現場経験を経て、平成27年4月「介
護現場をよくする研究・活動」を目的として独立。介護福祉士、介護
支援専門員。執筆、研修講師、コンサルティング活動を行う。著書、
雑誌連載多数。年間講演、コンサルティングは 300 回を超える。

榊 原 宏 昌 氏天晴れ介護サービス総合教育研究所株式会社
代表取締役


